
 

 

令和７・８年度奥州市建設関連業務入札参加資格者名簿の概要 

 

１ 令和７・８年度奥州市建設関連業務入札参加資格審査申請の受付状況について 

  今回の競争入札参加資格申請から、県南広域振興局管内５市３町６一部事務組合で申請

受付システムを導入し、共同オンライン受付。 

(1) 告示 令和６年奥州市告示第334号（令和６年10月30日） 

ア 指名競争入札参加資格基準 

イ 提出書類 

ウ 提出書類の様式等 

エ 申請書の提出期日等 

オ その他 

(2) 受付期間 令和６年11月１日から11月29日まで 

(3) 登録者数 

 今回 前回 前々回 

市内業者 31者 32者 34者 

 
本 店 23者 25者 27者 

営業所 ８者 ７者 ７者 

市外業者 277者 311者 291者 

計 308者 343者 325者 

 

２ 令和７・８年度奥州市建設関連業務入札参加資格者名簿への登載について 

資格者名簿への登載については、告示の入札参加資格基準を満たす申請を行った者のう

ち、市内に本店を有する者及び市内に営業所を有する者のうち入札・契約事務に係る委任

を受けた者とする。 

 

３ 令和７・８年度奥州市建設関連業務入札参加資格者名簿について 

別添のとおり 

 

４ 指名基準について 

(1) 資格者名簿登載業者のうち、市内に本店を有する者のみで履行が可能と認められる場

合は、市内に本店を有する者を指名する。ただし、市内に本店を有する者のみで必要な

指名業者数を確保できないときは、市内に営業所を有する者を加えて指名することがで

きる。 

なお、名簿から指名業者を選定することができない業種及び特別な要件を必要とする

業務については、奥州市工事請負業者資格審査委員会において指名基準を設定のうえ、

指名業者を選定する。 

(2) 次のいずれかに該当する業者は指名しない。 

ア 対象業務の指名通知日において、市税に滞納がある業者 

イ 対象業務の指名通知日において、奥州市営建設工事に係る指名停止措置基準（平成

18年奥州市告示第72号）に基づく指名停止中である業者 

ウ 奥州市暴力団排除条例（平成27年奥州市条例第20号）に規定する暴力団関係者 

エ アからウに掲げるもののほか、受託者として不適当であると認められる業者 

＜共同システム参加団体＞ 

北上市、奥州市、花巻市、遠野市、一

関市、金ケ崎町、西和賀町、平泉町 

北上地区広域行政組合、岩手中部広域

行政組合、北上地区消防組合、岩手中

部水道企業団、奥州金ケ崎行政事務組

合、一関地区広域行政組合 


